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「平成２０年度妊婦健康診査臨時特例交付金の運営について」の一部改正について 
 
 

 
 
平成２０年度妊婦健康診査臨時特例金の運営については、平成２１年２月２６日雇児発

第 0226003 号「平成２０年度妊婦健康診査臨時特例交付金の運営について」の別紙「妊婦
健康診査支援基金管理運営要領」（以下「通知」という。）により行われているところで
あるが、今般、通知の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成２２年１０月６日から
適用することとしたので通知する。 
なお、本通知については、速やかに管内市町村に通知されたい。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



新 旧

本文（略） 本文（略）

別添 別添

妊婦健康診査臨時特例交付金による妊婦健康診査事業 妊婦健康診査臨時特例交付金による妊婦健康診査事業

別紙様式（略） 別紙様式（略）

事　業　内　容 実施主体 補　助　単　価

補 助 率

国 都道府県 市町村

妊婦健康診査事業

　妊婦健康診査の円滑な実

施のために必要な事業に要

する経費

都道府県

市 町 村

妊婦１人当たり

　６６，０８０円以内

1/2

(10/10)  

1/2

　　　括弧書きは、都道府県が事業を

　　　実施する場合

事　業　内　容 実施主体 補　助　単　価

補 助 率

国 都道府県 市町村

妊婦健康診査事業

　妊婦健康診査の円滑な実

施のために必要な事業に要

する経費

都道府県

市 町 村

妊婦１人当たり

　６３，７９０円以内

1/2

(10/10)  

1/2

　　　括弧書きは、都道府県が事業を

　　　実施する場合
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